
（単位：千円）

区分 ６年度 ７年度当初予算 前年比

当初予算 当初 ２月冒頭 計

総額 53,482,386 53,938,588 121,941 54,060,529 ＋ 578,143 

警察費 53,351,955 53,938,588 121,941 54,060,529 ＋ 708,574 

人件費 42,804,736 43,258,386 43,258,386 ＋ 453,650 

物件費 10,547,219 10,680,202 121,941 10,802,143 ＋ 254,924 

災害復旧費 130,431 0 0 0 △ 130,431 

※「６年度当初予算」には５年度２月補正冒頭分（168,081千円）を含む。

（ 部 内 限 り ） 

公安委員会説明資料 

令 和 ７ 年 ２ 月 1 2 日 

警 務 部 会 計 課 

 

令和７年度警察本部当初予算（案）概要について 

第１ 当初予算の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 主要事業の状況 

 １ 警察活動経費 

  (1) 犯罪のない安全で安心な社会の実現 

   ・ 街頭犯罪等抑止総合対策費  

   ・ サイバー犯罪対策費  

  (2) 女性・こども・高齢者・障害者等の安全の確保 

   ・ 女性・こども・高齢者を守る活動強化費  

  (3) 交通安全対策の推進 

   ・ 交通事故防止対策推進費  

 ２ 交通安全施設経費 

  ・ 交通安全施設整備費  

   （信号灯器のＬＥＤ化  

   （交通管制端末のデジタル化  

 ３ 治安基盤施設経費 

  ・ 十日町警察署建設（庁舎実施設計等～庁舎Ｒ10竣工予定） 

  ・ 五泉警察署建設（地盤調査等～庁舎Ｒ12竣工予定） 

  ・ 阿賀野警察署建設（用地調査～庁舎Ｒ14竣工予定） 

  ・ 新潟市中央区警察署再編整備（Ｒ８統合予定） 

  ・ 運転免許センターＬＥＤ照明改修［２月冒頭］ 
 

 

－－－－－－－－－－  23,900 千円  

－－－－－－－－－－－－－  28,759 千円  

 

－－－－  50,736 千円  

 

－－－－－－－－－－－  27,042 千円  

 

－－－－－－－－－－－－－ 1,945,874 千円  

－－－－－－－－－－－－－－ 589,028 千円） 

－－－－－－－－－－－ 563,498 千円） 

 

207,265 千円  

－－  45,463 千円  

－－  2,970 千円  

－－－－  67,754 千円  

－－－ 121,941 千円  
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公 安 委 員 会 説 明 資 料 

令 和 ７ 年 ２ 月 1 2 日 

刑 事 部 刑 事 総 務 課 
 

令和６年の刑法犯認知件数等について（確定値） 

                                        ※（ ）内は前年比 

 １ 刑法犯の概況 

  (1)  認知状況  

 ○  全刑法犯 9,417 件（＋ 745 件、＋8.6％）  

 ○  重要犯罪   154 件（＋   29 件、＋23.2％）  

 ○  窃盗総数  6,252 件（＋  473 件、＋ 8.2％）  
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 総計

認知件数

認知件数の推移（月別）

R04 R05 R06  
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 総計

R04 440 439 555 535 665 685 673 730 798 680 770 463 7,433

R05 481 540 739 690 739 805 756 802 821 868 740 691 8,672

R06 534 691 688 813 883 902 932 944 797 815 783 635 9,417  

  (2) 検挙状況 

 ○  検挙件数  5,161 件（＋899 件、＋21.1％）  

 ○  検挙人員  2,819 人（＋124 人、＋4.6％）  

 ○  検挙率     54.8％ （＋5.7 ㌽）  

   

２ 罪種別状況  

令和６年 前年比 令和６年 前年比 令和６年 前年比 令和６年 前年比

9,417 +745 5,161 +899 54.8 +5.7 2,819 +124

154 +29 137 +25 89.0 -0.6 111 +15

11 +1 7 -3 63.6 -36.4 6 -3

8 ±0 9 +5 112.5 +62.5 9 +5

9 -5 10 -3 111.1 +18.2 8 -3

49 +19 47 +18 95.9 -0.8 36 +11

7 +2 7 +1 100.0 -20.0 4 +3

70 +12 57 +7 81.4 -4.8 48 +2

6,252 +473 3,242 +577 51.9 +5.8 1,298 -36

重要窃盗 979 +99 848 +453 86.6 +41.7 110 0

935 +92 825 +451 88.2 +43.8 97 +2

34 +1 19 +2 55.9 +4.4 9 -3

3 +2 1 ±0 33.3 -66.7 1 0

7 +4 3 ±0 42.9 -57.1 3 +1

上記以外の刑法犯 3,011 +243 1,782 +297 59.2 +5.6 1,410 +145

侵入盗　※
自動車盗
ひったくり

検挙人員

全刑法犯

認知件数 検挙件数 検挙率

重要犯罪

不同意わいせつ

略取誘拐・人身売買

すり

窃盗総数

不同意性交等
放火
強盗
殺人

 
 

※ 侵入盗とは、空き巣等他人の住居・事務所・倉庫等に不法に侵入し、金品等を盗むものをいう。 
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公安委員会説明資料 

令 和 ７ 年 ２ 月 12 日 

刑事部国際・薬物銃器対策課 

 

ベトナム人による麻薬及び向精神薬取締法違反事件の検挙について 

                                                                   

 

 

被 疑 者 

 

１ Ａ （男 21 歳） 

２ Ｂ （男 28 歳） 

３ Ｃ （男 38 歳） 

 

 

 

 

 

 

 

検 挙 月 日 

罪名・検挙種別 

 

 

 

 

１ Ａ 

  令和６年９月 30 日 麻薬及び向精神薬取締法違反（所持）で通 

常逮捕 

   令和６年 11 月５日 麻薬及び向精神薬取締法違反（麻薬の営利 

目的輸入）、関税法違反（輸入してはならな 

い貨物の輸入未遂）で通常逮捕 

  令和７年１月 28 日 麻薬及び向精神薬取締法違反（麻薬の営利 

目的輸入）、関税法違反（輸入してはならな 

い貨物の輸入）で通常逮捕 

２ Ｂ 

   令和７年１月 26 日 麻薬及び向精神薬取締法違反（共同所持） 

で通常逮捕 

３ Ｃ 

   令和７年１月 26 日 麻薬及び向精神薬取締法違反（共同所持） 

で通常逮捕 

 

 

 

 

 

 

 

事 件 概 要 

 

 

 

 

 

１ Ａは、令和６年９月 30 日、新潟県北蒲原郡聖籠町大字別條地内

において、ＭＤＭＡの錠剤１袋を所持した。 

２ Ａは、氏名不詳者と共謀の上、ハンガリーから麻薬を輸入する

ことを企て、麻薬であるＭＤＭＡの錠剤約 663.63 グラム及び麻薬

であるケタミンの粉末約 140.56 グラムを隠匿した航空小口急送

貨物を発送させ、令和６年７月４日、日本国内に輸入したが、同

日税関職員の検査により発見されたもの。 

３ Ａは、氏名不詳者と共謀の上、ハンガリーから麻薬を輸入する

ことを企て、麻薬であるＭＤＭＡの錠剤相当量及び麻薬であるケ

タミンの粉末相当量を隠匿した航空小口急送貨物を発送させ、令

和６年６月 14 日、日本国内に輸入し、翌 15 日、保税蔵置場から

麻薬を搬出させたもの。 

４ Ａ、Ｂ、Ｃは共謀の上、令和６年６月 18 日、新潟県北蒲原郡大

字別條地内において、麻薬であるＭＤＭＡの錠剤相当量及び麻薬

であるケタミンの粉末相当量を所持した。 
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公安委員会説明資料 
令和７年２月 1 2 日 
交 通 部 交 通 企 画 課 

「シニア安全強化日」の実施について 

項 目 内           容 

目 的 

令和６年中の交通事故死者数に占める高齢者の割合は 70.2％を占めた

ほか、特殊詐欺の被害者に占める高齢者の割合も 57.4％に達するなど、

高齢者の安全対策は治安対策上の重要課題となっている。 

また、本県における高齢化率は、令和６年 10 月１日現在 33.9％と全国

平均の 29.3％よりも 4.6 ポイント高く、９年程度早く高齢化が進んでい

る。 

こうした情勢を踏まえ、交通事故防止と特殊詐欺等被害防止を効果的に

推進するため、年金支給日を県下一斉の「シニア安全強化日」とし、交通

部門と生活安全部門等が連携し、高齢者の安全確保を目的に広報啓発活動

を実施する。 

実 施 日 

 令和７年の年金支給日（６回） 

        ２月 14 日  （金)、４月 15 日  （火)、６月 13 日  （金)          ８月 15 日  （金)、 

10 月 15 日（水)、12 月 15 日（月) 

実 施 要 領 

１ 実施時間帯・場所 

  高齢者の外出時間帯に合わせ、金融機関やＡＴＭが設置されている商

業施設等、高齢者が多く集まる場所で実施 

２ 実施方法 

 交通事故防止・特殊詐欺等被害防止の２つの柱が、確実に高齢者等に 

届くよう、積極的な声掛けや、多くの人の関心を引く目立つ街頭広報の 

推進 

３ その他 

  関係機関等と連携し、高齢者だけでなく、その子供や孫世代、地域社

会への働きかけなどにも配意し、高齢者の安全確保に向けた意識の醸成 

２月 14 日 

の主な取組 

〇 スーパー原信の全店舗(４店舗)における広報啓発活動（新潟署） 

〇 アピタ新潟西店において、独立行政法人自動車事故対策機構（ナス

バ）や一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）と連携した広報啓発活

動（新潟西署） 

〇 道路情報板や交通部公式Ｘ等を活用した情報発信（交通企画課） 

次ページに広報資料あり 
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